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第１章 総則 

１ 適用範囲 

本仕様書は、山武郡市環境衛生組合（以下「組合」という。）が、受注者へ委

託する「山武郡市環境衛生組合新ごみ処理施設における基本設計策定業務委託(債

務負担行)」（以下「本業務」という。）に適用する。 

 

２ 業務の目的 

組合では、山武市、芝山町、横芝光町の三市町を構成団体とした「ごみ焼却施

設」及び「リサイクル施設」で構成される新ごみ処理施設（以下「新ごみ処理施

設」という。）の整備事業を推進している。 

本業務は、新ごみ処理施設の基本設計策定を目的とする。 

 

３ 業務名 

山武郡市環境衛生組合新ごみ処理施設における基本設計策定業務委託 

 

４ 業務期間 

契約締結日の翌日から令和６年３月２９日（金）まで 

 

５ 業務内容 

(1) 基本設計策定業務 

 

６ 新ごみ処理施設の計画概要 

(1) ごみ焼却施設の種類及び計画規模 

     ８０ｔ/日 

(2) リサイクル施設の計画規模 

１８．５ｔ/日 

(3) 建設候補地 山武市松尾町金尾地先 

(4) 用途地域 白地地域（非線引き都市計画区域） 

(5) 土地利用状況 山林 

(6) 敷地面積 約４５，０００㎡（概算面積） 

 

７ 関係法令の遵守 

受注者は、本業務の実施にあたり、委託契約書（以下「契約書」という。）及

び本仕様書によるほか、関係する法令、規則、細則、通知等を遵守しなければな

らない。 

 

８ 業務の執行体制 

(1) 管理技術者及び照査技術者は、新ごみ処理施設の計画・設計に係る技術的な

知識と十分な経験を持つものとし、以下の技術士資格のうちいずれかを有する

こと。 

ア 総合技術監理部門‐衛生工学‐廃棄物・資源循環 

イ 衛生工学部門‐廃棄物・資源循環 

(2) 管理技術者及び照査技術者は、過去１０年間に国又は地方公共 団体が発注

の一般廃棄物焼却施設建設に係る基本設計策定業務を完了した実績を有するこ
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と。 

(3) 管理技術者、照査技術者、担当技術責任者は兼ねることができない。 

(4) 管理技術者、照査技術者及び担当技術責任者は全て元請会社と１年以上の直

接的な雇用関係にあること。 

 

９ 提出書類 

受注者は、本業務の着手及び完了時には、次の書類を提出しなければならな

い。 

(1)業務着手時 

ア 着手届 

イ 工程表 

ウ 管理技術者、照査技術者及び担当技術責任者の届 

エ 業務実施計画書（組織図及び緊急連絡先含む） 

オ その他（組合が指示するもの） 

(2)業務完了時 

ア 完了届 

イ  成果品（紙媒体及び電子データ） 

ウ その他（組合が指示するもの） 

 

１０ 資料等の貸与等 

本業務の実施上、必要な資料の収集、調査、検討等は、原則として受注者が行

うものであるが、現在、組合が所有し、業務に利用できる資料はこれを貸与す

る。受注者は、貸与を受けた資料については、そのリストを作成の上、組合に提

出し、業務完了と共に全て返却するものとする。 

 

１１ 参考文献等の明記 

本業務の実施において、文献その他の資料を引用した場合は、その文献、資料

名を明記しなければならない。 

 

１２ 秘密の保持と中立性の義務 

受注者は、本業務の実施上知り得た各種情報について、組合の許可なく第三者

に公表、貸与又は開示してはならず、本業務完了後であっても同様とする。ま

た、コンサルタントとしての中立性を厳守しなければならない。 

 

１３ 打合せ 

本業務着手時及び進捗状況を月１回程度、組合と受注者は打合せを行うものと

し、その結果について受注者が書面（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認しな

ければならない。 

 

１４ 日程 

本業務の主な期日は次のとおりとし、応募者の提案したスケジュールに基づ

き、組合との協議の上、決定する。 

(1)ごみ処理方式の決定      令和４年１０月 

(2)基本設計策定業務 
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  第 1 次案作成期限      令和５年７月末 

  第 2 次案作成期限      令和５年８月末 

  組合全員協議会       令和５年９月 

  第 3 次案作成期限      令和５年１０月末 

  パブリックコメント(予定)  令和５年１１月中 

  第 4 次案作成期限      令和５年１２月末 

  最終版完成期限       令和６年１月末 

  組合全員協議会       令和６年２月 

  納品期限          令和６年３月２９日まで 

 

１５ 報告の義務 

受注者は、各工程の進捗状況を組合に対し報告するものとする。組合は、必要

に応じ進捗状況に関する報告書の提出を受注者に求めることができるものとす

る。 

 

１６ 土地の立ち入り等 

受注者は、委託業務を遂行するために公有地、または私有地に立ち入る場合

は、組合との協議を行い、了承を得なければならない。 

 

１７ 関係官公庁との協議 

受注者は、本業務の実施中に、関係者又は監督官庁との折衝を要する場合は、

遅滞なくその旨を組合に申し出て指示を受けるものとする。 

 

１８ 疑義の解釈 

本業務についての疑義又は定めのない事項については、組合と受注者が協議の

上、これを定めるものとする。 

 

１９ 検査 

受注者は、完了検査を受けるものとし、検査合格をもって当該年度における業

務が完了したものとする。ただし、業務完了に伴い引き渡された成果品に記入漏

れ、不備、誤り又は是正すべき事項が発見された場合は、組合の指示に従い、受

注者はただちに当該成果品についての修正を行わなければならない。 

 

２０ 委託料の支払い 

組合は、検査を実施し、受注者が合格した場合は、出来高に応じて契約書に定

める各年度の支払い限度額の範囲において委託料を支払うものとする。 
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第２章 業務内容 

 

第１節 基本設計策定業務 

本業務は、組合が令和４年３月に策定した「ごみ処理施設整備基本計画」を踏ま

え、新ごみ処理施設の整備に係る各種設計業務等を実施するものである。なお、受

注者は、組合が本業務と並行して実施する環境影響評価、地質調査業務、用地造成

基本設計、事業方式選定業務等との整合を図り、新ごみ処理施設整備事業の円滑な

推進に務めるものとする。 

 

１ 土木基本設計 

ごみ焼却施設、リサイクル施設、その他必要な施設の配置を考慮し、土木基本

設計として下記業務を行う。 

(1) 周辺地形・地質・自然環境・防災等の条件に基づいた土地造成計画、雨水集

排水計画等の検討 

(2) 構内道路、門・囲障、植栽等の外構施設の検討 

(3) 上記(1)～(2)の検討結果に基づく、土工計画図・土地造成平面図・外構施設

図等の土木基本設計図の作成 

(4) その他必要な事項の検討 

 

２ 建築基本設計 

ごみ焼却施設、リサイクル施設の建築基本設計として、下記業務を行う。 

(1) ごみ量の推計、計画ごみ質の設定を含めた施設規模の見直し 

(2) 意匠、建築規模、構造方式（ＳＲＣ造、ＲＣ造、Ｓ造等）の建築計画の検討 

(3) 主要機器の設備方式、設備構成等の設備計画の検討 

(4) 上記(1)～(3)の検討に基づく、建築平面・立面図、パース図、断面図、主

要階機器配置図、機器配置標準断面図等のプラント基本計画図の作成 

(5) その他必要な事項の検討 

 

３ 機械設備基本設計  

ごみ焼却施設の機械設備基本設計として、下記業務を行う。 

(1) 受入供給設備の検討 

(2) 燃焼設備の検討  

(3) 燃焼ガス冷却設備の検討 

(4) 排ガス処理設備の検討 

(5) 余熱利用設備の検討※ 

(6) 通風設備の検討 

(7) 灰出し設備の検討 

(8) 給水設備の検討 

(9) 排水処理設備の検討 

(10) 電気・計装設備の検討 

(11) その他整備を要する設備の検討 

(12) 上記(1)～(11)の検討結果に基づく、各階機械設備配置図の作成 

※ 現状、余熱利用に関する基本方針は、発電による利用を優先としているため、

受注者において電力会社と接続検討に係る協議を行い、売電の可否や条件を確
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認した上で、余熱利用設備の検討を行うこと。接続検討に係る協議の結果、売

電することが困難、或いは売電に有利性がないと判断された場合には、売電以

外の余熱利用方法について検討を行うものとする。なお、接続検討に際し電力

会社へ支払う接続検討調査料については、受注者が支払うものとする。 

 

リサイクル施設の機械設備基本設計として、下記業務を行う。 

(1) 受入・供給設備の検討 

(2) 破砕設備の検討 

(3) 搬送設備の検討 

(4) 選別設備の検討 

(5) 再生設備の検討 

(6) 貯留・搬出設備の検討 

(7) 集じん・脱臭設備の検討 

(8) 給水設備の検討 

(9) 排水処理設備の検討 

(10) 電気・計装設備の検討 

(11) その他整備を要する設備の検討 

(12) 上記(1)～(11)の検討結果に基づく、各階機械設備配置図の作成 

 

委員会運営支援 

ごみ処理方式の選定に係る検討委員会において、専門的な内容について情報の

収集、資料の提供及び、他団体やプラントメーカー等へのアンケート調査等を実

施し、また、検討委員会の議事録や報告書の作成を行う等、検討委員会の運営支

援を行うものとする。 

なお、令和４年度はごみ処理方式について検討委員会に諮問する予定をしてお

り、月１回で合計１０回程度の会議を予定しており、うち３回程度の現地視察を

予定している。 

また、その他の検討が必要となった場合は別途協議する。 

 

４ 基本処理フローの作成  

ごみ焼却施設及びリサイクル施設における処理量及び公害防止基準値の再精査

を行い、かつ、ごみ処理、灰処理、排ガス処理及び排水処理等の各フロー図の作

成を行う。 

 

５ 施設配置・動線計画  

ごみ焼却施設、リサイクル施設、その他必要な施設の施設配置・動線計画の策

定のため、下記業務を行う。 

(1) 施設配置計画の検討 

(2) 搬入車両の車両サイズの想定も含めた車両動線計画の検討 

(3) 施設内動線計画の検討 

(4) 上記(1)～(3)の検討に基づく全体施設配置図、動線計画図等の図面作成 

 

６ 工事提案条件書の作成  

プラントメーカーからの参考工事提案図書の提出及び参考見積の取得等に係る
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工事提案条件書を作成する。 

 

７ 工事提案図書の審査  

プラントメーカーより取得した参考工事提案図書等の内容を審査し、必要に応

じてヒアリングを実施する。 また、参考見積等を基に新ごみ処理施設整備に係る

事業費を算出する。 

なお、工事の種類、各工事の内容等を整理する。工事間の取合い、工事内容、

工期等を勘案し区分（分離分割発注）について検討する。 

施設及び関連工事に必要とする事業全体の概算事業費を算定する。また、財源

内訳、各年度の執行予定を検討する。 

 

８ 事業スケジュールの検討 

事業発注段階、設計・建設及び運営維持管理段階等のスケジュールを作成す

る。 

(1) 事業発注段階（発注支援業務、事前調査、環境影響調査、都市計画決定手 

続き等） 

(2) 設計・建設及び運営維持管理段階（建設工事契約から運営維持管理までの全 

体工程） 

(3) その他関係法令等の協議スケジュール 

 

９ 報告書 

作成本業務の検討結果について、報告書として取りまとめる。 
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第２章 成果品 

 

１ 新ごみ処理施設基本設計報告書・・・・・・・・・・・２０部 

２ 検討委員会報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・２０部 

３ 打合せ議事録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１式 

４ 上記 １ ～ ４ の電子データ（下記仕様参）・・・・・・１式 

(1) Windows フォーマットで、Microsoft 社製 Office ソフトで作成されたファ

イル 

(2) 全ページの PDF ファイル 

(3) 図面ファイル(jpeg 等の画像ファイル形式または dxf 等の CAD ファイル形

式) 

(4) 表ファイル(Windows フォーマットで、Microsoft 社製の Word または

Excel で作成されたファイル)なお、図面については、組合と協議して決定す

る。 

 

 

以 上 


